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第１６回  宇都宮市景観審議会  議事録  

 

                          平成３０年１１月２８日  

                          午後１：３０～  

１４ A 会議室  

 

出席委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員  

 

 

 

 

 

出席幹事  

 

臨時幹事  

 

事務局  

 

 

 

 

 

１号委員（学識経験者）  

山島哲夫委員，古賀誉章委員，小花伸子委員，  

中野公吾委員，安森亮雄委員  

 

２号委員（関係団体代表）  

神原敦子委員，末長修一委員，木内久生委員，  

檜原貞亮委員，菊池清孝委員  

 

３号委員（関係行政機関）  

上原重賢委員（代理），中島堯男委員（代理），阿部英之委員（代

理）  

 

４号委員（市民公募）  

 北上翔委員  

（計１４名）  

 

１号委員（学識経験者）  

花田千絵委員，前橋明朗委員  

４号委員（市民公募）  

土橋優平委員  

（計  ３名）  

 

塚田浩幹事，高橋功幹事，高橋裕司幹事（計３名）  

 

なし（関係課長なし）  

 

【司会】     石川弘書記  

【傍聴人受付】  伊澤美江子書記  

【写真・録音】  村田洋介書記  

【書記】     神山浩幸書記，田中雄志書記，垣生聡書記  

（６名） 
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       石川書記  

 

 

（撮影許可 ）  

       石川書記  

 

 

    山島会長  

 

（資料確認 ）  

       石川書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は，お忙しい中御出席いただきまして，誠にありがとう

ございます。  

 

 

 記者の方から，写真等の撮影の要望がありますが，山島会長， 

よろしいでしょうか。  

 

 異議ございません。  

  

 

続きまして，本日の会議資料について確認させて頂きます。  

資料としては，事前にお送りしております，  

・第１６回  宇都宮市  景観審議会  次第  

・宇都宮市  景観審議会  委員名簿  

・諮問書  

・諮問事項  

「宇都宮市  景観計画の改定について」  

・説明資料１－１  

「宇都宮市  景観計画改定版（素案）【概要】」  

・説明資料１－２  

 「宇都宮市  景観計画改定版（素案）【本編】」  

・参考資料１  

 「景観計画改定スケジュール」  

・参考資料２  

「現状分析  及び  対応方針」  

・参考資料３  

「平成２９年度  景観形成基礎調査  結果概要」  

・参考資料４  

「現計画における施策事業の実績」  

・参考資料５  

「市民ワークショップ  結果」  

・参考資料６  

「景観計画と関係計画との関連図／  

改定宇都宮市景観計画策定体制」  

また，本日机上配布させていただきました，  

・補足資料  

 「平成３０年度１０月１８日開催  

   景観審議会委員  意見交換会  メモ」  
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＜１．開会＞  

石川書記  

 

 

 

＜２．挨拶＞  

山島会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川書記  

 

 

 

山島会長  

 

＜定足数報告＞  

山島会長  

 

 

神山書記  

 

 

 

＜会議の公開＞  

山島会長  

 

 

 以上，不足しているものがありましたら，お知らせください。 

よろしいでしょうか。  

 写真やビデオ撮影につきましては，議事に入る前までで  

お願いします。  

 

それでは，ただ今から「第１６回  宇都宮市景観審議会」を  

開会いたします。  

まず，開会にあたりまして，山島会長から御挨拶をいただき

たいと思いますが，よろしいでしょうか。  

 

 皆さんこんにちは。  

 今回はたくさんの委員の方にお集まりいただいて無事に会議

が成立しておりますが，前回は正式な審議会という形ではでき

ませんでしたので，意見交換会という形で行いました。その意

見をふまえて，景観計画の方もふまえた内容が今回増えてきて

いると思いますので，正式に景観計画改定ということで今回諮

問を受けて動き出すわけでございます。これからこの景観計画

は長い期間，宇都宮の景観の基本になりますので，熱心な御議

論をよろしくお願いいたします。  

 

ありがとうございました。  

引き続き，ここからの進行は，山島会長にお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。  

 

 それでは，次第に従いまして，進めてまいります。  

 

 

はじめに，本会の成立について，事務局より，報告をお願い

します。  

 

本日の会議でございますが，現在出席委員は１４名でござい

ます。これは，宇都宮市景観条例施行規則第３条にございます

『審議会は委員の過半数の出席をもって開催する』旨を満たし

ておりますので，会議の成立を御報告いたします。  

 

続きまして，本会議の「公開」についてですが，本日の議案

は，個人情報を扱う案件ではないため，「公開」としてよろしい

でしょうか。  
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各委員  

 

山島会長  

 

 

神山書記  

 

 

山島会長  

 

 

 

 

＜議事録署名委員  

の指名＞  

山島会長  

 

 

 

＜３．議事＞  

山島会長  

 

 

 

 

 

高橋課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なし。  

 

続きまして，本日の傍聴者について，事務局より報告を  

お願いします。  

 

本日の会議については，傍聴定員１０名のところ，現在傍聴

者の方は１名でございます。また，記者の方が１名おります。  

 

審議の公開に際し，傍聴者の方へ申し上げます。お手元の「傍

聴要領」に記載してあることをよくお読みになって，審議の進

行にご協力ください。  

また，記者の方へ再度申し上げます。写真やビデオ撮影に  

つきましては，議事に入る前まででお願いします。  

 

 

それでは，会議次第に従い会議を進めてまいりますが，まず，

当審議会運営要領第３条に基づきまして，本日の会議の議事録

署名委員といたしまして，末長修一委員と木内久生委員の両名

を指名いたします。よろしくお願いいたします。  

 

 それでは，「３．議事」に入ります。  

本日の議事といたしまして，議案は諮問事項１件であり，  

開催通知で御案内がありましたとおり，「宇都宮市景観計画の改

定について」でございます。  

それでは，事務局から御報告をお願いします。  

 

 まず，今回の景観計画改定のスケジュールについて，御説明

いたしますので，参考資料１を御覧ください。  

 

 会長からお話がありました通り，前回正式に開催することが

できませんでしたが，方向性や構成などについて御意見をいた

だいたところでございます。  

今回は，その御意見に触れつつ，「景観計画改定版（素案）」

を取りまとめましたので，内容について御審議をいただきます。 

 

 まず，スケジュールでございますが，１月に最終的な「素案」

を御審議いただいた後，パブリックコメントを実施し，その後，

都市計画審議会の意見聴取を経て，景観審議会の答申をいただ

く計画となっております。  

 答申いただいた「景観計画改定版（案）」について，庁内の会

議に諮り，３月末に，「改定版  宇都宮市景観計画」を策定し，

来年度４月から施行，新たな計画による本市ならではの景観形
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成の推進に取り組んでまいります。  

 

それでは，諮問事項「宇都宮市景観計画の改定について」，  

御説明させていただきます。  

 

諮問事項「宇都宮市景観計画の改定について」を御覧くださ

い。  

 まず，趣旨ですが，宇都宮市景観計画の改定の目的や計画の

位置付け，改定版（素案）等につきまして，お諮りするもので

ございます。  

 

 まず，「１  宇都宮市景観計画の改定について」であります

が，現在，国におきまして，観光振興の観点からの景観資源の

保全・活用による  地域活性化を推進していることや，本市に

おけます「立地適正化計画」及び「市街化調整区域の整備及び

保全の方針」による地域拠点等の形成や都市機能誘導，ＬＲＴ

整備に伴う新たな街並みの形成，観光拠点である大谷地域にお

ける地域振興や歴史・文化を活かしたまちづくりとの連携など，

本市の都市景観形成を取り巻く社会経済情勢の変化等への対応

が求められております。  

 そのようなことから景観計画の改定をするものであります。  

 

次に，「２  宇都宮市景観計画改定版について」であります

が，まず，「（１）計画の位置付けについて」でありますが，景

観法の基本理念を踏まえながら，「第６次宇都宮市総合計画」に

おける基本施策，「暮らしやすく，魅力のある都市空間を形成す

る」を実現するための計画といたしまして，「ネットワーク型コ

ンパクトシティ形成ビジョン」及び「第３次都市計画マスター

プラン」等における将来のまちづくりとの整合を図ることとい

たします。  

 

 次に，「（２）計画の構成について」でありますが，参考資料

６も合わせて御覧ください。「景観計画と関係計画との関連図」

であります。本市景観行政の推進に当たっては，平成３年に策

定した「宇都宮市都市景観基本計画」や，平成１９年に景観法

に基づき策定した「宇都宮市景観計画」など，それぞれの計画

に基づき，良好な景観形成に向けて取り組んできたところであ

りますが，今回の計画改定に合わせ，これらの各計画の全体的

な見直しを行い，本市の景観施策の総合的な指針となるよう，
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一本化した計画としてまいります。  

 

また，計画の構成についてでありますが，本編資料の２ペー

ジを御覧ください。  

第Ⅰ部といたしまして，「１  景観計画の背景・目的・位置づ

け」から「５  計画の推進にあたって」までの５つの章からな

る計画本編と，市全域や景観形成重点地区に指定した地区等の

「行為の制限」（基準）の内容や，「景観整備機構」などをまと

めた，第Ⅱ部資料編からなる２部構成といたします。  

 

次に，「（３）本市の景観に係る  現状分析  及び  今後の対

応方針について」でございますが，参考資料２，３，４を合わ

せて御参照ください。  

今回の計画の改定に当たりましては，本市の個性や魅力を活

用した景観づくりの検討に向けて，本市の景観特性や景観資源

を「景観形成基礎調査」により再整理するとともに，これまで

取り組んできた，様々な施策事業を評価し，課題と対応方針を

導出いたしました。  

 こちらにつきましては，「景観推進プラン」における「景観施

策」ごとに整理したものでございます。  

 

まず，「市民主体・市民協働の景観形成」についてですが，「課

題」といたしましては，市民の心の拠り所となる原風景や，本

市の固有性を表す景観資源を活かすとともに，景観特性に応じ

た，市民協働による良好な都市景観の形成が必要であること，  

また，地域住民等による，主体的かつ継続的な活動が図られ

るとともに，広く市民にその活動が広がるよう，支援の充実を

図る必要がございます。  

「対応方針」につきましては，市民・事業者・行政の景観形

成に係る役割分担を整理したうえで，本市ならではの魅力的な

景観の形成に向けて，連携・協働による，より一体的な取組を

推進するとしております。  

 

次に，「市民・事業者の景観意識の高揚」についてですが，「課

題」といたしましては，市民の愛着や親しみ，誇りが感じられ

る，身近な景観資源を守り，伝えるとともに，特に若年層の景

観に関する意識高揚を，より一層図る必要がございます。本編

資料３ページを御覧ください。  
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「対応方針」につきましては，市民が愛着や誇りを持つ景観

資源等の保全・活用を推進する。また，若年層を始め，各世代

に応じた，さらなる景観意識の高揚に向けた取組の充実を図る

こととしております。  

 

最後に，「規制・誘導による景観形成」についてですが，「課

題」といたしましては，ＬＲＴ沿線や大谷地域，地域拠点等に

おける景観形成を図るため，各種まちづくりと連携した取組や， 

景観に対する影響が懸念される工作物等について，街並み景観

への配慮や魅力的な景観資源への眺めの保全に向けた取組が必

要でございます。  

「対応方針」につきましては，ＬＲＴ沿線や大谷地域，地域

拠点等における景観形成を図るため，各地域の景観特性に応じ

た取組や街並み景観への配慮や，良好な眺めが得られる視点場

からの眺望景観の保全・活用を推進することとしております。  

 

 ただ今，御説明してまいりました，ここまでの内容につきま

しては，前回，１０月２８日に，審議会の委員の皆さま方に御

説明し，御意見をいただいた内容でございます。本日，机上配

布いたしました補足資料に御意見を取りまとめておりますので

その内容等について御説明いたします。  

 

 補足資料を御覧ください。御意見といたしましては，「１  色

彩景観ガイドラインの改定及び，ＬＲＴ沿線や大谷地域におけ

る景観ゾーンの設定」につきましてですが，色彩景観ガイドラ

インについては，色彩に関して誘導を図るための手引書であり，

引き続き，景観計画との連携を図りながら，活用してまいりま

す。また，ＬＲＴ沿線や大谷地域ついては，該当する景観ゾー

ンを基に，新たに景観形成重点地区等の設定による，色彩制限

を始めとした規制・誘導を図ることを検討いたします。  

 

次に，「２  ＬＲＴ整備に伴う，ＬＲＴ車両や停留所，トラン

ジットセンターのデザインとの整合」につきましては，整備に

伴い新たな景観が創出される，ＬＲＴ沿線や，トランジットセ

ンターを含めた，軌道空間と都市空間が調和した景観の形成を

図ることとし，反映いたしました。  

 

次に，「３  若年層に対する景観意識の啓発手法」につきまし
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ては，これまでも，出前講座を小学校等で開催してまいりまし

たが，今後は，景観まちづくり教育として，次世代の子どもに

対し，景観に関する意識高揚を図るための取組の推進について，

本計画に反映いたしました。  

 

次に，「４「景観」の適用範囲，定義づけ」につきましては， 

良好な景観形成を市民・事業者・行政が連携して推進していく

ためには，「景観」について共通認識を図り，景観計画を適正に

運用していく必要がありますことから，本計画に，新たに「景

観」に関する定義など，盛り込んでまいります。  

 

次に，「５  空き地や空き家・空き工場及び，街路樹等の整備，

維持管理に関する考え方」につきましては，周辺地域や街並み

に対し景観面での影響も懸念される，コインパーキングや太陽

光発電用施設，空き地などについて，本計画に，景観への配慮

に関する方向性を反映いたします。また，都市空間における緑

景観の創出につきましては，市民・事業者の皆さまとの協働に

より推進していくこととし，本計画において，市全域や地域別

の方針に反映するとともに，今後，景観形成重点地区の指定に

当たっては，配慮した記載方法を検討いたします。  

 

次に，「６  ＪＲ宇都宮駅西口の景観，大谷石景観や大谷石建

造物の保全・活用に対する考え方」につきましては，ＪＲ宇都

宮駅西口周辺については，本計画に，景観形成重点地区の候補

地域として位置づけ，景観形成の方向を記載いたしました。ま

た，大谷石や大谷石建造物など，本市の特徴的な景観の保全・

活用に係る方針について，本計画に反映いたしました。  

 

次に，「７  市の関連施策との関係性」につきましては，景観

まちづくりに関連する他の計画や施策事業，及び関連する機関

や団体との連携等について，反映してまいります。なお，ＬＲ

Ｔ整備や大谷地域に係る取組については，それぞれ項目を設け

て記載いたしました。  

 

最後に，「８  高齢者等に対する視認性等に配慮した色彩ガ

イドラインの改訂」につきましては，良好な景観形成に向けた

取組と合わせて，街の快適性や安全性に配慮した色彩に関する

ガイドラインの改訂について，今後，検討してまいります。  
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 以上，前回の委員の皆様方からの意見と対応の考え方であり

ますが，現段階で計画に反映されていないものにつきましては，

本日の御意見と合わせて次回の審議会において改めて，反映し

たものを御説明いたします。  

 

 次に，「宇都宮市景観計画  改定版（素案）について」御説明

いたします。  

これまでの検討を踏まえ，景観計画のたたき台として素案を

取りまとめましたのでその内容等について，資料１－１の計画

書の概要版と，資料１－２の計画書の本編資料により御説明い

たします。  

  

まず，資料１－１「景観計画改定版（素案）【概要】」を御覧

ください。  

左上の「第１章  景観計画の背景・目的・位置づけ」でござ

いますが，本計画の枠組み，基本的事項を取りまとめたもので

ございます。  

「（２）景観計画の目的」につきましては，景観法の基本理念

を踏まえながら，魅力的な景観の保全・創出を実現するもので

あり，本市独自の景観を保全・活用・創出することで，市民同

士の連帯感や郷土への愛着を育み，保全と調和を考慮した良好

な景観形成を推進し，市民や来訪者に宇都宮の魅力と誇りを感

じてもらい，後世に継承すべき美しい宇都宮の形成に資するも

のとしております。  

また，「（４）計画期間」につきましては，平成３１年度から

平成４０年度までの１０年間とし，現在改定を進めております

第３次都市計画マスタープランが見通す平成４９年度を見据え

た計画といたします。  

 

次に「２  景観計画の性格と役割」についてでありますが，

「（１）景観計画の性格」といたしまして，「１）景観計画での

必要事項」として，景観法において定めることが必須となって

いる事項や計画の構成等，また，「（２）景観計画の役割」とし

て実効性のある景観形成の取組，重点的な施策の展開，そして

市民・事業者・市の理解促進を図る役割としております。  

 「第２章  宇都宮市の景観の現状と課題」についてでありま

すが，自然や郷土，都市ごとに本市における景観特性や，これ
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までの景観関連の施策や取組，そして，本市が抱える景観上の

課題等について，とりまとめたところでございます。  

 

 「第３章  良好な景観形成に関する方針」でございますが，

まず「１  景観形成の基本目標」といたしまして，  

「宇都宮らしい美しい都市景観の形成～豊かな風土に育まれた

うつくしの都 (みや )（美しい宇都宮）づくり～」とし，  

「２  市全域における景観形成の基本方針」におきまして，美

しく魅力ある景観を保全，活用，創出するため，（１）で「やす

らぎのある緑景観の創造・保全」など，都市景観を構成する５

つの要素ごとに「景観形成の基本方針」をまとめております。  

また，「（２）地域別の景観形成方針」として，本市を「北西

部地域」などの５つに分類した地域ごとに，景観形成方針を示

しております。  

 

地域別の景観方針につきましては，計画書，本編に基づき，

御説明いたしますので，資料１－２の本編２７ページをお開き

ください。  

 

表Ⅰ－１「対象地域別の分類」にございますように，「北西部

地域」など，本市の総合計画や都市計画マスタープランにおけ

る地域別計画等を踏まえ，都市計画マスタープランの地域別構

想と同じ地域区分で５つの地域に区分するとともに，表Ⅰ－２

「ゾーン別の景観」にございますように，景観特性に関連性の

高い土地利用の観点から，山地丘陵景観ゾーン等５つのゾーン

に分けまして，ゾーンごとに景観の方向性を整理したところで

ございます。  

今回の景観計画の改定により，新たに加えた点や拡充した点

など主な変更について御説明させていただきます。  

 

２９ページを御覧ください。  

まず，「北西部地域」でございますが，「篠井・富屋・城山・

国本」の４地区で構成され，全体方針を「優れた自然景観や観

光資源を保全・活用し，身近な自然を親しめる景観を目指す」

とし，図の中に景観資源を示しまして，以下の表のとおりゾー

ン別方針として，「景観形成の方向」を示しております。この地

域で新たに加えた点，拡充した点については，３０ページを御

覧ください。  
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田園集落景観ゾーンのうち，大谷に関する部分で，特徴的な

景観である「大谷」らしい景観の保全，「石の里・大谷」をイメ

ージさせる景観の創出，観光拠点「大谷」として，楽しみなが

ら景観を回遊することのできるしかけづくり，歴史・文化を感

じさせる景観の保全，として新たに盛り込んでおります。  

 

 続きまして，３２ページを御覧ください。  

 「北東部地域」でございますが，「上河内・河内」の２地区で

構成され，全体方針を「豊かな自然景観や田園景観，文化資源

を保全・活用し，ひと・まち・自然が調和した景観を目指す」

としております。「北東部地域」に新たに加えた点につきまして

は，３４ページを御覧ください。田園集落景観ゾーンにおいて，

歴史・文化を感じさせる景観の保全といたしまして，石蔵が集

積する上田 (うわだ )などの集落を始めとした，大谷石蔵の保全

について追加しております。  

また，住宅地景観ゾーンの，駅周辺の良好な景観形成として，

地域拠点として魅力ある岡本駅周辺の街並み形成の促進，また，

快適な遊歩道，街路樹などの街路空間の整備促進として，新た

に加えております。  

 

 次に，３５ページを御覧ください。  

「中央地域」でございますが，「本庁・宝木・豊郷」の３地区

で構成され，全体方針を「自然と文化の調和を図りながら，中

核都市にふさわしい魅力ある景観を目指す」としております。  

住宅地景観ゾーンに，面整備（区画整理）に合わせ，歴史・

文化の保全と新たな住宅地景観の形成といたしまして，現在事

業化を進めている，小幡・清住地区を新たに加えております。  

また宇都宮の「顔」となっている都心景観ゾーンでは，宇都

宮の玄 関口 とし て ふさわ しい 駅周 辺 の景観 形成 とい た しまし

て，宇都宮駅及び東武宇都宮駅周辺を新たに加え，中心市街地

において課題となっております，空き地や駐車場などの低未利

用地の解消とオープンスペースの確保を新たに盛り込んでおり

ます。  

また，３８ページの上段にございますように，中心市街地に

おきましても東側の一部が含まれておりますので，ＬＲＴ沿線

の景観づくりについて追加しております。大谷石建造物を中心

市街地活性化にも活用していくということもありますので，大

谷石建造物の保全・活用の促進も加えてございます。  
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 次に，「東部地域」でございますが，「清原・平石・瑞穂野」

の３地区で構成され，全体方針を「鬼怒川を中心に広がる田園

景観を保全し，産・学・住が調和した景観を目指す」としてお

ります。ゾーン別の方針として，現在事業着手しておりますが，

全てのゾーンにおいてＬＲＴ沿線の景観づくりについて追加し

ております。  

 

 最後に，「南部地域」でございますが，「姿川・陽南・横川・

雀宮」の４地区で構成され，全体方針を「のどかさを感じさせ

る田園景観を保全し，立地の良さを活かした活力のある景観を

目指す」としております。「南部地域」につきましては，住宅地

景観ゾーンにおいて，魅力ある雀宮駅周辺の街並み景観形成の

促進を新たに加えております。  

 以上が，地域別の全体方針を基に，追加・拡充した内容でご

ざいます。  

 

次に，４３ページ「３  景観形成重点地区等の基本方針」で

ございます。  

「（１）基本的な考え方」でございますが，本市全域を景観計

画区域として位置付けておりますが，下の四角の枠に記載して

おります，①から③に掲げる地域において，地域特性に応じた

きめ細かな景観形成が必要な区域を景観形成重点地区等として

指定し，本市の「顔」となる景観の形成を目指すこととしてお

ります。  

また，地域住民自ら景観形成に取り組もうとする地域につい

て，景観形成推進地区として指定することといたします。  

 

次に，「（２）景観形成重点地区の指定方針」でございますが， 

ただ今ご説明いたしました，①から③に掲げたように，本市に

は，「宇都宮を代表する誇れる景観」として，宇都宮ならではの

個性を持つ景観「個性ある景観」，市民に愛され続けてきた景観

「郷土の景観」，市のシンボルとして作られた景観「まちのシン

ボル景観」があり，これらを景観形成重点地区の最優先地区と

して検討していくものとしております。  

 

 まず「１）個性ある景観」といたしましては，「宇都宮の歴史，

風土特性が育んできた景観で，「宇都宮にしかない」個性が光る
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景観」として，引き続き「大谷地域の景観」について，示して

おります。  

 

 次に，４４ページを御覧ください。  

「２）郷土の景観」といたしまして，清住町通りや本郷町通

りの，土地区画整理事業が進められております，小幡・清住を，

新たに追加しております。  

 

 次に，４６ページになりますが，「３）まちのシンボル景観」

でございますが，こちらは，これまで中心市街地における主な

景観資源のみを示しておりましたが，今回表に記載のとおり，

「候補地域」や，その地域ごとの「景観形成の方向」を示すこ

とといたしました。今回新たに追加した箇所は，表下段の「Ｌ

ＲＴ沿線」「地域拠点」でございます。  

 

 続きまして，計画書，本編の４８ページをお開きください。  

「第４章  景観の保全・創出に向けた考え方・取組」でござ

います。この章では，第３章の良好な景観形成に関する方針を

受けて，具体的な施策等を取りまとめたものであります。  

まず，「１  基本的な考え方」におきまして，良好な景観を形

成するためには，市民や事業者，行政がそれぞれの役割分担の

上，相互に連携・協働する必要がありますことから，市民や事

業者，市の，それぞれの役割を明示し，以下の４９ページの２

から５５ページの５までが，景観形成に向けた施策の柱となっ

ております。今回の改定により新規に創設されたもの，または

拡充する主な取組について御説明いたします。  

 

 ５０ページを御覧ください。  

「３  市民，事業者の景観意識の高揚」では，「（３）次世代

教育の実施」として，将来を担う次世代の子どもたちに，景観

に対する意識高揚を図るため，景観づくりの大切さを学ぶ，景

観学習を拡充してまいります。  

 

次に，５１ページをお開きください。  

「４  規制・誘導による景観形成」でございますが，今後整

備されるＬＲＴやネットワーク型コンパクトシティの展開によ

り，大規模な開発や建築行為等が予想されますことから，規制・

誘導に関するさらなる理解促進を図り，本市の良好な景観を形
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成し，特徴的な景観を阻害することなく，調和した都市景観へ

誘導するための，（１）及び（２）の「規制・誘導の必要性」や，

「（３）届出対象行為の考え方」のほか，「（４）公共施設がけ

ん引する景観形成の考え方」において，まちづくりや，良好な

景観形成における，先導的な役割を担っている公共施設の景観

配慮の考え方や景観重要公共施設の指定方針を新たに盛り込ん

だところであります。  

 

５２ページ「（６）景観形成の支援制度」として，景観形成重

点地区等に関わる補助制度としての「活動費交付金」や「修景

費助成」や，地域の景観づくり活動等の，良好な景観形成に向

けた取組に対する具体的な助言等を行う「宇都宮市景観アドバ

イザー制度」など，これまで計画に反映されておりませんでし

た既存制度を，今回改めて盛り込んだところであります。  

 

次に，５３ページを御覧ください。  

「５  宇都宮らしい景観づくりの推進」でございますが，こ

の部分は，今回の計画において新たに加えた取組であります。  

「（１）本市の特徴的な景観の保全・活用」といたしまして，

「１）大谷石蔵などの大谷石建築物の保全・活用」として，市

民協働による保全・活用を推進することにより，「石の街うつの

みや」としての魅力的な景観形成を図るため，枠内にございま

すように，大谷石建造物に係る機運の醸成や，保全・活用に向

けた支援に関する手法の検討等を加えております。  

また，「２）夜間景観の創出」として，優れた夜間景観は，市

民が快適に生活するための都市環境上の重要な要素の１つであ

りますことから，市民がまちに愛着を持ち，まちの賑わいを生

み出し，産業や文化の振興に繋げていくため，宇都宮らしさが

実感できる場所のライトアップや，夜間景観を眺望する視点場

の整備・活用等について示しております。  

また，「３）眺望景観の保全」として，観光振興や地域振興に

向けて，来訪者が滞留等をする場所における良好な眺めの保全

向上等を図るため，眺望景観保全区域の設定について検討する

ことを示しております。  

 

次に，５４ページをお開きください。  

「（２）景観に関わる施策事業等との連携」として，「１）ネ

ットワ ーク 型コ ン パクト シテ ィ形 成 に向け た拠 点形 成 との連
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携」として，ネットワーク型コンパクトシティ形成に向け，中

心市街地や各拠点の形成を進めているところであり，拠点にお

ける景観特性に応じた，望ましい景観形成のあり方等ついて検

討する必要がありますことから，景観形成重点地区等の制度の

活用による景観形成を検討することとしております。  

 

また，「２）ＬＲＴ整備に伴う新たなまちづくりとの連携」に

ついてでございますが，ＬＲＴの整備に伴い，軌道沿線やトラ

ンジットセンター周辺などの新たな景観が創出され，車窓には，

連続しながら都市や自然などの変化する土地利用が展開いたし

ますことから，景観特性に応じた，良好な景観形成の推進を図

るため，景観形成重点地区等の指定や，屋外広告物制度を活用

した規制・誘導などに取り組むこととしております。  

 

また，「３）大谷地域における地域振興・観光振興等との連携」

として，大谷地域は，特定の景観資源の周辺や，視点場の整備

のみならず，地域全体の面的な景観形成が，魅力向上に重要で

ありますことから，地域振興や，日本遺産及び文化的景観に関

連する事業と連携し，歴史文化を活かした景観形成の推進する

ため，景観形成重点地区等の指定や，屋外広告物制度を活用し

た規制・誘導の取組を盛り込んでおります。  

 

次に，５５ページを御覧ください。  

「（３）良好な景観の形成に重要な建造物等の保全」として，

本市においては，現在，指定はございませんが，景観法に基づ

きます「景観重要建造物」や「景観重要樹木」の指定に関する

考え方や方針を示しており，今回，大谷石蔵についての記載を

追加しております。  

 

次に，５６ページをお開きください。  

最後に，「第５章  計画の推進にあたって」でございますが，

「１  本計画の推進体制」について，図により内容を示したほ

か，５７ページに「２  計画の進行管理」として，本計画の効

果を検証し，取組などの適正な運用を図るため，進行管理を行

うことを，新たに示しております。  

なお，効果検証に当たりましては，記載いたしました，評価

指標等を活用し，適宜チェックし，検証することといたします。 
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山島会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀委員  

 

最後に，資料諮問事項の４ページを御覧ください。  

「（２）計画の特徴について」でありますが，まず，「①特徴

的な景観の保全・活用」といたしまして，大谷石建築物の保全・

活用の推進や，夜間景観の創出，良好な眺めの保全向上など，

本市の特徴的な景観の保全・活用を図ることにより，魅力的な

景観の形成を推進すること。「②景観に関わる施策事業等との連

携」といたしまして，関連計画や施策事業と横断的に連携し，

本市ならではの魅力をさらに高める景観形成や大谷地域におけ

る，地域振興や観光振興に資する地域全体の面的な，歴史・文

化を活かした景観形成を推進すること。また，「③多様な主体に

よる連携・協働と若年層対象の景観意識の高揚」といたしまし

て，多様な主体の参加する場や機会の創出を図るとともに，若

年層対象の景観学習を推進すること。であります。  

「４  今後の進め方」については，スケジュールについて冒

頭で御説明した通りでございます。  

 

 ありがとうございました。  

 今回の改定は，参考資料６を見ていただくと，景観法ができ

る前からあった景観の基本計画やガイドラインなどが独立して

あったわけですが，景観計画と一緒になっていなかったところ

がある。さらに景観推進プランというのも別にあった。これを

全部まとめて，整理して一つのものに入れた。ただ，ガイドラ

インの方はここには入っていない。こういうことですね。その

結果，この景観計画を見れば全部ここに書いてあるという形で，

色彩のガイドライン以外はこれを見れば全体が分かるという構

成にしたというのがひとつ。  

もうひとつは，私の理解ではＬＲＴや大谷地区等，宇都宮の

これから景観を考えなくてはいけないいろいろなものがありま

すが，特に大谷の話は大きい。ＬＲＴも。そういったものを入

れて中身を作り直している。 UP TO DATE にしている。その二点

が今回の景観計画の改定の中心だと理解しております。このよ

うに大きな改定になったのは，要するに今までなかったものを

入れたということだと御理解いただければと思います。  

それでは，今までの御説明で，御質問等があればお願いしま

す。  

 

景観の話でよく問題になるのは，色彩の話と，高層建築物で

はないかと思います。総合設計制度等を使って急に大きな建物
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山島会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋課長  

 

 

 

 

山島会長  

 

 

 

 

 

 

古賀委員  

 

 

が建ってしまったりするわけですが，高い建物が悪いとは一概

に言い切れないと思いますけれども，その高い建物が，ある都

市にとって意味を持つとか，周りにちゃんと配慮しているとか，

そういう意味でしっかり景観として見ていかなくてはいけない

と思いますが，先程の説明の中では，今回の追加が関係なかっ

たかもしれませんけれども，周りに高い建物が出来ることにつ

いての説明がなかったので，そのへんを少し聞かせていただけ

ればと思います。  

 

高さの制限というのは，それだけで大きな課題になってくる

ので，景観計画に入れづらいところがあります。大きな建物は

景観の協議があるわけですね。そういう中でやっていくという

ことしかないと思います。ただ，ここから見える所で言えば，

二荒山神社の所に高い建物ができて議論になりましたが，以前

その評価をした時に，二荒山神社がとても良く見えるようにな

りました。その結果，あそこは宇都宮のルーツですから，その

ルーツが今まで低くて見えなかったのが見えるようになって，

風景が写真で撮れるようになりました。高さ自体の制限という

ことではなく，個別の具体的な景観の協議の段階でやっていく

ということだと思いますが，景観計画で書いても，なかなかそ

の規制ができるかどうかは難しく，協議の中で議論と勧告する

ということくらいではないでしょうか。  

 

高さ１０ｍや建築面積１０００平米超えるような，景観に配

慮が必要な規模の大きいものについては届出をお願いして，色

彩などの協議を行って景観への配慮を誘導していることであり

ます。  

 

古賀先生がご心配なさるほど，宇都宮では住宅以外の高層建

築物はあまり多くはないのではないでしょうか。需要からして

も事務所ビルや，店舗，ホテルですが，高層のホテルも多くな

いと思います。大手地区の再開発事業が３０階ですね。あのよ

うな高い建物は，おそらくこれからはあまり建たないとは思い

ますが。  

 

具体的な規制みたいなもので縛っていくことは出来ないとい

うのはその通りだと思いますが，景観計画という，非常に上位

なものでスローガン的なものだからこそ，高い建物や大きいも
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山島会長  

 

 

古賀委員  

 

 

 

 

 

 

山島会長  

 

 

高橋課長  

 

 

 

 

 

 

山島会長  

 

 

 

中野委員  

 

のに関してはしっかり見ていくのだ，という一言をきちんと発

しておくということが大事ではないかと思います。もしかする

と １０ 年後 にと ん でもな い景 気が や って く るか もし れ ないの

で，そういうことも含めて可能性を押さえておくというのも大

事かなと思います。  

 

届出対象となる建物は，資料編に書いてありますか。今の届

出対象はどうなっているのでしたか。  

 

建築物の高さについては，１０ｍ以上のものは届出対象にな

っています。  

 

届出の時の指導方針があって，協議できるわけですよね。古

賀先生がおっしゃったような趣旨は，どこか書いてありますか。 

 

そうですね，趣旨を宣言しておき，何か開発をする時に，事

業者の方たちはこれを見ると思いますので，しっかり考えられ

たというのが分かるかどうかというのがまず一つと，抑止力で

はないですが，配慮していく力にはなるかと思います。あとは，

具体・個別のものについては，行政としっかり協議をしていけ

ば良いと思います。  

 

その辺，どこまでどう書けるか。景観にこういうところを配

慮して，届出をしてもらうということが書けるでしょうか。  

 

高さのことで記載されているのは，説明資料１－２の３７ペ

ージ，地域別の方針の中の中央地区を参考に見ていただきたい

ですが，例えば住宅地景観ゾーンでは，「中高層住宅と戸建て住

宅がバランスのとれた街並みの形成」で，「周辺に圧迫感を与え

ない色，デザインを用いた中高層住宅の建設促進」という書き

方をしています。  

 

書いてあるだけではなくて，大きい建物についてはこういう

ことに配慮するようにやるということが書いてあるかどうかで

すよね。検討していただけますか。  

 

まだ全体が見えていない所もありますが，宇都宮らしい美し

い都市景観とか，うつくしの都とありますが，それを目指して，
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ということなのかなという気がしますが，普通の人にとって，

それがどういうものなのかということが見えると，すごく良い

と思います。ルールがたくさんあって，それをよく読むとおぼ

ろげに見えてくるのかなと思いますが。例えばデザインをして

いて，どんなに打合せしても，作って初めて意見が出てくると

いう現実があって，たぶん都市も，皆さんはビジョンがあると

思いますが，もうちょっと見えると良いなと。例えば，そのル

ールを決めた結果どういうものが出来てくるのか，あまり決め

すぎても面白いものが出来てこない，面白い街にならないとい

う気もしますし，かと言って放っておいてもいけない気もしま

す。それをどの程度決めたら良いのかというのもありますが，

分かりやすく言えばサンプルみたいなものを作るとか，そうい

うことが有り得るのか，お考えをお聞きしたいなと思いました。 

 

それは市の方で答えづらいと思います。何か決めて，これが

宇都宮だと言ってみても，デザインしていてそうはいかないと

思います。宇都宮らしいのはどこかというと，おそらくこれか

ら宇都宮をいろいろなところに紹介するとき，写真３枚でやれ

と言えば，二荒山神社とＬＲＴと大谷なのだと思います。それ

でイメージが出来てきます。３枚でも５枚でも良いですから，  

一般の 街並 みで す ごくき れい なと こ ろが出 てく ると 思 います

が，それがイメージを形成するのだと思います。ひとつひとつ

の建物のデザインというのは，たぶんなかなか難しいと思いま

すので，それは安森先生から一言言っていただけますか。  

 

一個一個の建物のデザインと，その集積としての景観という

ことですが，今日は景観の話なので，コントロールとかそうい

うのを具体的に言うのは難しいと思います。こういうマスター

プラン的なものというのは，いわゆるフレームワークとしての

プランと，アクションプランとしての具体的なものの，２段階

に分かれると思います。基本的にこれはフレームワークだと理

解しているので，逆にアクションの部分はある程度自由度を持

たせておくというところも必要なのかなと思いますので，そう

いう理解ではあります。ですから，基本方針がやはりきちんと

うたってあるのかが重要なのではないでしょうか。  

全体の印象としましては，前回の意見交換会の議論を含めて，

大谷石のこととか，従前のものにどれくらい入っていたかとい

う認識はあまりないですが，相当盛り込まれていて，今後の宇
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山島会長  

 

 

安森委員  

 

 

 

 

山島会長  

 

 

 

安森委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都宮市の意気込みのようなものがすごく伝わってくると思いま

した。その中でちょっと質問ですが，景観形成重点地区と景観

重要建造物というのが，かなりフォーカスを絞ると重要になっ

てくると思いますけれど，まず重点地区の方で今後指定してい

くところはうたってありますが，今指定している所はこの中に

書いてありましたか。  

 

資料 １ －２ の ５７ ペー ジ の次 ペ ージ から 資 料編 に なっ てお

り，重点地区に指定した具体的な行為の制限を取りまとめてお

ります。  

 

指定したところを分けたのですね。  

 

現状指定している重点地区はどこに書いてありますか。  

 

資料編の３ページから全地区が入っていて，地区ごとに分か

れて書いてありますね。  

 

地区ごとに詳細が書いてあるということですね。そこのリン

クが分かるようにしておいていただけると良いのではないでし

ょうか。詳細は資料編で良いのですが，現状の指定されている

地区についてが分かるようにしてあると良いと思います。  

 

基本，指定方針と書いてありますので，樹木等は指定してお

りませんが，指定しているところはここで，今後指定する方針

はこうだ，とした方が分かりやすいかもしれないですね。  

 

その中で大谷石関連のところで言うと，重点地区に指定しよ

うとしている大谷地区と，重点地区には指定されていないけれ

どもいくつかゾーンで上がっていた集落や，街なかの大谷石建

造物の 扱い がそ れ ぞれど うな って い くのか とい うの が あ りま

す。大谷地区はかなり重点的に，ある意味で面としてやってい

くのだと思いますが，大谷石建造物の集落や街なかの建造物な

どをどのように良好な状態にしていくかということが気になっ

ています。かなりうたってありますが，具体的にどういう取組

を行っていくのかが，分かりにくいところがありますので，お

聞きしたいです。重要建造物と関わってくると思って見ていま

したが，補足の説明をお願いします。  
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第Ⅰ部：本編５３ページの「５宇都宮市らしい景観づくりの

推進」にいろいろな取組を記載しております。その中でも「⑴

特徴的な景観の保全・活用」として，御指摘いただきました大

谷石建築物の保全・活用がございます。ただ，今の御指摘に関

しまして，集落の保全という記載が漏れておりますので，どの

ように取り組んでいくのかという方向性の提示になるかとは思

いますが，記載をしていきたいと思います。一方で，北西部地

域や東部地域のそれぞれの景観形成の方向に，西根や上田，芦

沼の大谷石建築物の集落についての方向性を示しておりますの

が，さらにここで裏付け的に記載をするのは違うかなと考えて

おります。  

 

意欲は十分伝わってきたので，実際にどうなっていくのかと

いうところが分かると良いと思います。  

 

ありがとうございました。では，檜原さんから順に一言ずつ

お願いします。  

 

前回は，ここにも入っていました，空き家・空き地・道路と

か，そういったところのお話を大変興味深く話したり聞いたり

させていただきました。質問的になってしまいますが，眺望に

ついて，どこか街に行った時に有名建造物を見るとか，名所に

行くと街全体を高い所から眺めることをなさる方が多いと思い

ます。例えば，今ちょっと出ましたが，二荒山神社は道路側か

ら見た時の眺めは立派ですが，どういうところを眺望の視点場

として想定されているのか，あるいはどのように作っていこう

としているのかをお聞きしたいです。  

 

具体的に視点場として考えているところはありますか。  

 

中心市街地のところで申し上げれば，二荒山神社から城址公

園に抜ける歴史軸でございます。先程山島会長からもマンショ

ンが出来て広がったとおっしゃっていただきましたが，あそこ

の広がりが，視界が抜けるようになりました。この歴史軸につ

きましても，重点地区の候補という記載がございますが，道路

の環境と含めて，どのように上手く見せていくかというところ

も，特に中心市街地として重要ではないかと考えております。
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上原委員（代理）  

 

 

 

 

また，観光拠点の大谷です。平和観音の展望台や御止山，多気

山持宝院もございます。このような高所からの眺望というとこ

ろも，地域の方はもちろんですが，観光客の皆さんに対してど

う見せていくのかということを，重点地区指定に合わせて検討

していくものと考えております。  

 

ありがとうございました。菊池さんお願いします。  

 

前回，緑化に関してのお話をいろいろさせていただきました

が，ＬＲＴが通ることによって中央分離帯を排除して，言い換

えれば分離帯の緑化が減っていきます。それに対しては，街路

樹関係を増やしていただきたいというのは本音ですが，ただ維

持管理の問題がありますので，樹木の種類を選定した中で，あ

る程度分離帯の緑を外すのであれば，その分をどこかで補う，

都市緑化を推進するというのは必要だと思います。市民にとっ

ても安らぎを与えるのは緑であると私は思っていますので，や

はり視覚的なものを訴える意味での緑化をお願いできればと思

っております。その辺，どうお考えかお聞かせ願えますか。  

 

景観まちづくりを推進する上で緑景観というのは大変重要な

要素だと考えており，道路に関しては管理者の管理との兼ね合

いがございますが，やはり景観の方針の方で基本そのような緑

は保全や創出していくなど，本計画で取りまとめていきたいと

考えているところです。  

 

例えばトランジットセンターにかっこいい木を植えたり，花

壇を作ったり，実は去年，まちづくり提案で優勝しているので

多分やってくれるのではないかと思いますが。  

 

是非お願いしたい。  

 

では，上原委員お願いします。  

 

道路を整備する立場として，最近多いのは自転車空間の整備

に取り組んでいる中で，自転車道に付ける色は青色です。これ

は全体的に見ると空間とそぐわないというのがあり，特に大谷

地区などであの色を付けてしまうと，全然違ってきてしまいま

す。それを今後どうしていくのかということは，考えなければ
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いけない所ではないかと気になっています。バス専用レーンに

ついても道路に色を付けるなども市内でやっていますが，それ

も景観と合うのか，気になるところです。  

 

青は，宇都宮市がやりたいわけじゃなくて，国の機関が義務

付けているので，検討していただけるとありがたいです。  

 

そのへんは多分，その区間の中で。日光などに行くと，建物

も色を変えており，照明については茶系を使うなど，いろいろ

とやっているので，今後の検討課題ではないかなと気にしてい

ます。  

 

検討していただければと思います。  

次，阿部委員お願いします。  

 

自転車の話についてですが，あれは，原則として青色系とす

る，ということにガイドライン上はなっておりますが，青色で

やっていない都道府県も当然あります。京都では，確か青では

なかったと思います。県内でも，青を使うと厳しいというとこ

ろとして，那須の御成街道があります。日光も，色彩がきつい

という意見もありますので，原則として青色系ということであ

り，その地域ごとの状況に合わせて考えるのが良いのではない

かというところもありますが，実際には青が定着してきている

状況もありますので，そこをどのように兼ね合いを見ていくか

が難しいところではないかと感じます。  

 

ありがとうございます。栃木県や宇都宮市は真面目なので従

っているということですね。これは実際のところで考えること

で，原則と言っていますが役人が原則と言っても原則でないも

のがたくさんあるという前提でやりますので，それなりに考え

ていけると思います。  

それでは，北上さんお願いします。  

 

今まで何回か会議に参加させていただいて，夜間景観の創出

について今までそこまで詳しく話はしてなかったのですが，掲

載されているのを見まして，現在既に取り組んでいるところも

あり，たぶんこれから検討するところももちろんあると思いま

すが，市として夜間景観をどのように，どのようなところで取
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り組んでいく予定なのか，聞いてみたいと思います。  

 

現在想定しているエリアとしては，先程の眺望景観と重なっ

てくると思いますが，中心市街地の部分は現在でも大通りの一

部を重点地区に指定しており，特に１，２階部分の低層階につ

きましては店舗でもございますので，ライトアップするなど外

部に照明の灯りを出していただいたり，バンバ広場でもライト

アップやイルミネーションに努めたりするなどの基準を設定し

ております。それ以外の中心市街地，例えば松が峰教会などで

既に取り組んでいただいている，歴史的な建物へのライトアッ

プなども中心市街地の賑わいや回遊性の向上として十分寄与す

るのではないかと考えております。そして，賑わいや回遊性と

いう点でやはり観光拠点の大谷が挙げられます。平和観音など

のスポットももちろんございますが，そこに行くまでの回遊性

を持たせるための道路や歩道についても，夜間にゆっくりと楽

しんで歩いていただける景観づくりも大谷では重要なのではな

いかと考えておりますので，大きくこの二つのエリアについて

は夜間景観も眺望景観と合わせて考えていく必要があると思っ

ております。  

 

それでは，木内さんお願いします。  

 

よく出張などで地方に行き，駅を見ることになりますが，駅

の周辺は，その街の顔であり，それぞれの都市の特徴が見えて

きます。そういったことを考えると，ＪＲ宇都宮駅西口や東口

を降りたところといった，宇都宮市の顔となる部分において，

屋外広告物はかなり重要なファクターになると思います。しか

し，その数や色，形状のほか，いくらきれいでも老朽化してく

ると見た目が悪くなってしまうなど，屋外広告物に限らず，こ

こに書いてある空き家や空き店舗の見た目というところも，非

常に重要になってくるのではないかと思います。次に，駅から

中心市街地までの街並み，宇都宮市のメインストリートや，今

後重点地区指定を予定している大谷地区の大谷街道を，どのよ

うに観光者に向けて魅力的に見せていくかというところが非常

に楽しみだと思っております。そして，鉄道だけではなく車で

移動した場合も，宇都宮インターチェンジを降りた時の，その

場所の景観はどうなるのかも気になります。先程，街路樹の話

が出ましたが，街路樹も景観としてとても大切ですが，視認性
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というところを見た時に，非常に見づらくなってくるというの

もありますし，落ち葉で大変苦労するということもあります。

そして，街路灯についてですが，夜，ＪＲ宇都宮駅からバスに

乗って帰りますが，宇都宮はちょっと暗い感じるところもある

ので，先程ライトアップの話が出ましたが，街路灯ももう少し

明るくするとか，魅力的にすると，夜の街並みもきれいになっ

て，安全性も高まるのではないかと思いました。  

 

ありがとうございます。いろいろと参考になる意見をいただ

いたので，実際に取り組む際に参考にしていただければと思い

ます。  

では，末長さんお願いします。  

 

前回は参加できませんでしたので，内容は確認しながらの意

見になりますが，ほぼ皆さんが言われたような件になると思い

ます。今後大谷地区を魅力的にしていくということで，テレビ

などで取り上げられてはいるものの，大谷の特徴である大谷石

について，例えば東京オリンピックに使用されるなど話題には

なりますが，実際どのようなものなのかが，来訪者の方は分か

りにくいのではないでしょうか。大谷地域の今後の魅力づくり

を，道なのかエリアなのか商品開発なのか，良い素材もあり，

良い地域なので，ライトアップを含めて活性化できるような，

イメージアップできるエリアとして，大谷石と何かをコラボす

るなど，何かもう少し魅力が付くと良いと思います。また，今

後の希望と言いますか，ＬＲＴがこれから出来るにあたって，

デザインや色の統一性はこれからになるところもあるとは思い

ますが，トランジットセンターあたりの安全性も含めてデザイ

ンも統一していただきたいです。我々もＬＲＴが走るというこ

とで，広島や富山まで勉強しに行くものの，実際地元宇都宮で

どのように構成されるのか，ピンと来ていないところがありま

す。安全面のことも含めて，景観です。屋根付きの停留所にな

るのでしょうが，統一されるのかどうか。今度は，地方の方が

それを見に来られるような，何か魅力が出るＬＲＴづくりをで

きると良いなという希望もあります。  

 

ＬＲＴのデザインは，先日車輌を行いましたが，いろいろな

ものはきちんと公表したり意見をいただいたりしながら決めて

いくことになっていますし，トランジットセンターも統一的な
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デザインで行い，シンボルマークも一緒にします。ＬＲＴと大

谷というのは，景観も含めて宇都宮にとっては非常に重要なこ

とで，市が今総力を挙げてやっていることだと思いますので，

末長さんもご協力いただいてやっていただければと思います。  

では，神原さんお願いします。  

 

先程，緑の話がありましたが，私も緑あふれる街というのは

非常に良いと思っておりまして，視覚的な緑だけでなく，木陰

をたくさん作り，環境的にも有効な緑あふれる街にしていただ

きたいと思っています。西川田では，現在，総合スポーツゾー

ンの建設中で，ほとんど樹木が切られてしまい，今までせっか

く木陰があった場所が無くなっています。特に今年の猛暑のよ

うな夏場だと，木陰が少なくて熱中症になる人が続出するので

はないか，温暖化に一役買っているのではないかと思います。

やはり緑が多いというのは見た目にも環境的にも良いと思いま

すので，緑あふれる街というのはこれからも推進し続けてほし

いと思います。それと，昨日同じ都市計画課の会議に出席した

際に，大谷の観光地化にあたって，道路を拡げた方が良いので

はないという話が出ました。私としては全て賛成というわけで

はなく，道路を拡げれば人が集まるとも思えません。大谷は大

谷の魅力があると思いますので，秘境らしいというか大谷の良

さを壊さずに残しつつ，ある程度交通が便利なまちづくりとい

うのは必要だと思いますが，安易に道を拡げてしまい，車が通

り過ぎるだけの街というか，本来なら人が歩いて楽しむ街の方

が良いと思いますので，人が歩いて気持ち良い道幅か，車が通

りやすい街が良いのか，よく考えて道路も造ってほしいと思っ

ています。既に宇都宮市として考えているかどうかは分かりま

せんが，今後ＬＲＴも出来るので，道路の混雑については，Ｉ

Ｔ技術等を使って情報を常に流し，景観を壊さずに技術を活用

することで，交通の混雑緩和などができるのではないかと考え

ています。宇都宮市としてそういうことは既に検討されている

のでしょうか。  

瀬戸内芸術祭に行った際，自分の行きたい場所に行きやすい

ように，どのバスに乗れば良いのかなどが調べられる専用のア

プリがありました。うまくＩＴ技術を駆使し，人が移動しやす

くなるようなものが出来れば良いのではないかと思いました。  

 

ありがとうございました。いずれ，車中心の社会ではなくな
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るという前提があります。車は使用するけれど，車のみの宇都

宮ではなくなって，ＬＲＴとバスと自転車と徒歩等で移動する

ということに変わってくるとのではないでしょうか。例えば今

まで車道だったところを半分歩道にしても良いわけです。目指

すのはそういう方向だと思いますので，ここで議論するのは難

しいと思います。  

では，小花委員お願いします。  

 

前回意見を出させていただいて，色彩ガイドラインに関して

は，視認性や安全性も含めて今後改定していくことを検討する

ということで理解いたしました。今までの基本計画というのは

理念で作られていたので，なんとなく私の理解も曖昧な感じで

したが，今回の改定によって，先程会長も仰っていたように，

宇都宮らしいというものに関しては，大谷やＬＲＴというもの

がぼんやりと浮かんでくるような内容になっているとともに，

資料編が付いたことによって，重点地区等に指定されていない

地区の人達に対して，どのようにやっているのかということを，

暗黙の うち に誘 導 するよ うな 形に し ている と理 解 し て おりま

す。個人的な話ですが，ここで次世代の教育が入っていたのが

非常に喜ばしいです。５～６年前に中学２年生と小学６年生の

子供たちに講話を行った際，景観の話も振ってみましたが，景

観を聞いたこともなく，知らないという人ばかりでがっかりし

たのを覚えています。やはり小さいうちから，そういうものを

考えるのは非常に大切なことだと思います。そのことから，自

分だけでなく全体を考えるということにも繋がると思うので，

本当に嬉しく思います。  

また，私は，例えば東京街道の歩道橋をこの２年間で４つ塗

り替えましたが，全部緑系で揃えるので，少しずつ色が違って

おります。自転車道の塗装も青系なので，場所によって全部色

が少しずつ違っています。事業者の皆さんは，基本的にこの計

画の存在も知らない人達もすごくたくさんおりますので，是非

とも各所団体に決起集会のようなものをこの後していただけた

らと思います。  

 

どうもありがとうございます。まだ少し時間がありますので，

他に御意見・御質問，補足等はございますか。  

 

もう少し詳しく教えてほしいこととして，景観重要建造物は
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既存の制度としてあったのか，市の認定建築物というのもあり

ますので，その辺との関係を教えていただけますか。  

 

景観重要建造物も景観重要樹木も，もともと景観法に定めが

あり，現在の景観計画にも指定方針などの記載はございました

が，指定はなく，現在にいたっておりました。いまの想定とい

たしましては，大谷石蔵などの文化財までは至らないようなも

のを，景観としてこのような制度を活用して守っていけないか

画策しているところでございます。  

 

登録文化財とか，県市の指定文化財未満だが，これは守って

おいたほうが良いというものが，他市町はわりと各自治体の景

観を構成する建築物について，かなりの数を認定しているとこ

ろもありますが，宇都宮市は少ないなというのがあり，是非取

り組んでいただいて，その支援に繋がっていくということがあ

ると良いと思います。実際，今回挙がっていたいくつかのエリ

アでも，重要だと思っている建物，江戸時代の重要な石蔵につ

いて維持管理が難しいということで無くなってしまったものも

見ていますので，柔軟な認定というのをお願いしたいと思いま

す。  

 

ありがとうございます。他にありませんか。  

 

先程，北上委員から夜間景観の話がありました。私も夜間の

ことは気にしていたので，いろいろ盛り込んでいただいて良か

ったなと思いましたが，具体的に答えていただいて気が付いた

ことがありました。ライトアップ，照らしていくという方法は

たくさんありましたが，照らしすぎ，明るすぎということ関し

て何もありませんでした。中心市街地の繁華街もそうですが，

もし自然景観や田園風景のところに，急に大きな店舗が建ち，

サーチライトをつけたりする，いわゆる光害と呼ばれているよ

うなものが発生する可能性もあるではないかと思いますので，

照らさないということも，少し釘を刺しておいた方が良いので

はないかという気はしました。  

 

照らせば良い，というような書き方にしない方が良いという

ことですね。  

ありがとうございました。他によろしいでしょうか。  
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この景観計画について改定は，これから今回の意見も踏まえ

て変えるところは変えていくわけです。最終的にまた市に言い

ますけれども，今後もいろいろ議論していくという前提で，諮

問事項「宇都宮市景観計画の改定について」はよろしいでしょ

うか。  

 

異議なし。  

 

 

続きまして「４．その他」の事項に入ります。  

 事務局より何かございますか。  

 

次回の景観審議会の開催でありますが，後日改めて日程が決

まり次第御連絡をさせていただきます。諮問事項としましては，

引き続き景観計画の改定を予定しております。  

 

次回も今日のようにたくさんの委員にお集まりいただきたい

と思いますので，よろしくお願いします。  

委員の皆様から，何か御意見ございますか。  

 

意見なし。  

 

それでは，これをもちまして「第１６回宇都宮市景観審議会」

を閉会いたします。長時間の御審議ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 


